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피부병의 치료를 위한 니코틴아미드 리

보시드 및 프테로스틸벤 조성물 및 방

법

ニコチンアミドリポシドおよびプテロ
スチルベン組成物ならびに皮膚障害の
処置のための方法

発明名称
ニコチンアミドリボシドおよび皮膚疾
患の治療のためのプテロスチルベン組
成物

皮膚病の治療のためのニコチンアミド
リボシドおよびプテロスチルベン組成
物および方法

皮膚病の治療のためのニコチンアミド
リボシドおよびプテロスチルベン組成
物および方法

ニコチンアミドリボシドおよびプテロ
スチルベンの組成物および皮膚障害の
治療方法

ニコチンアミドリボシドおよびプテロ
スチルベンの組成物および皮膚障害の
治療方法

皮膚病の治療のためのニコチンアミド
リボシドおよびプテロスチルベン組成
物および方法

皮膚病の治療のためのニコチンアミド
リボシドおよびプテロスチルベン組成
物および方法

皮膚病の治療のためのニコチンアミド
リボシドおよびプテロスチルベン組成
物および方法

皮膚病の治療のためのニコチンアミド
リボシード及びプテロスティルベン組
成物及び方法

皮膚病の治療のためのニコチンアミド
リボシドおよびプテロスチルベン組成
物および方法

皮膚病の治療のためのニコチンアミド
リボシドおよびプテロスチルベン組成
物および方法

皮膚病の治療のためのニコチンアミド
リボシドおよびプテロスチルベン組成
物および方法

皮腐病の治療のためのニコチンアミド
リボシード及びプテロスティルベン組
成物及び方法

皮膚疾患の処置のためのニコチンアミ
ドリボシドおよびプテロスチルベンの
組成物および方法

피부병을 치료하기 위한 니코틴아미드 리

보시드 및 프테로스틸벤의 조합물을 함유

하는 조성물 및 이들 조성물 및 그들의 균

등물을 사용하여 피부병을 치료하는 방법

이 기술된다. 이들 조성물 또는 방법을 사

용하여 치료되는 피부병은 일광 노출-관련

피부병, 염증성 피부병, 자가면역 질환-관

련 피부병 및 암-관련 피부병을 포함한다.

한 실시양태에서, 니코틴아미드 리보시드

및 프테로스틸벤의 조합물을 함유하는  조

성물은 경구 제제로 제조된다.

皮膚障害を処置するためのニコチンア
ミドリボシドおよびプテロスチルベン
の組み合わせを含む組成物、ならびに
これらの組成物およびそれらの等価物
を使用して、皮膚障害を処置する方法
が記載されている。これらの組成物ま
たは方法を使用して処置される皮膚障
害としては、日光曝露に関連する皮膚
障害、炎症性皮膚障害、自己免疫疾患
関連の皮膚障害およびがん関連の皮膚
障害が挙げられる。一実施形態におい
て、ニコチンアミドリボシドおよびプ
テロスチルベンの組み合わせを含有す
る組成物が、経口製剤として調製され
る

要約

ニコチンアミドリボシドとプテロスチ
ルベンとの組み合わせを含む皮膚疾患
を治療するための組成物これらの組成
物およびそれらの等価物を使用して皮
膚疾患を治療する方法が記載されてい
るこれらの組成物または方法を用いて
処置された皮膚病変は、毎日の暴露関
連皮膚疾患である炎症性皮膚疾患自己
免疫疾患関連皮膚疾患及び癌関連皮膚
疾患一実施形態では、ニコチンアミド
リボシドとプテロスチルベンとの組み
合わせを経口製剤として調製する

皮膚病を治療するためのニコチンアミ
ドリボシドおよびプテロスチルベンの
組み合わせ物を含有する組成物、およ
びこれらの組成物および均等物を使用
して、皮膚病を治療する方法が記述さ
れる。これらの組成物または方法を使
用して治療されている皮膚病は日光露
出 - 関連皮膚病、炎症性皮膚病、自己
免疫疾患 - 関連皮膚病や癌 - 関連皮
膚病を含んでいる。一実施態様では、
ニコチン酸アミドリボシドおよびプテ
ロスチルベンの組み合わせ物を含有す
る組成物は、経口製剤として製造され
る。

皮膚病を治療するためのニコチンアミ
ドリボシドおよびプテロスチルベンの
組み合わせ物を含有する組成物、およ
びこれらの組成物および均等物を使用
して、皮膚病を治療する方法が記述さ
れる。 これらの組成物または方法を使
用して治療されている皮膚病は日光露
出 - 関連皮膚病、炎症性皮膚病、自己
免疫疾患 - 関連皮膚病や癌 - 関連皮
膚病を含んでいる。 一実施態様では、
ニコチン酸アミドリボシドおよびプテ
ロスチルベンの組み合わせ物を含有す
る組成物は、経口製剤として製造され
る。

皮膚障害を治療するためのニコチンア
ミドリボシドとプテロスチルベンの組
み合わせを含む組成物、およびこれら
の組成物およびそれらの同等物を使用
して皮膚障害を治療する方法が記載さ
れている。 これらの組成物または方法
を使用して治療される皮膚障害には、
日光曝露関連皮膚障害、炎症性皮膚障
害、自己免疫疾患関連皮膚障害、およ
び癌関連皮膚障害が含まれる。 一実施
形態では、ニコチンアミドリボシドと
プテロスチルベンの組み合わせを含む
組成物は、経口製剤として調製され
る。

皮膚障害を治療するためのニコチンア
ミドリボシドとプテロスチルベンの組
み合わせを含む組成物、およびこれら
の組成物およびそれらの同等物を使用
して皮膚障害を治療する方法が記載さ
れている。これらの組成物または方法
を使用して治療される皮膚障害には、
日光曝露関連皮膚障害、炎症性皮膚障
害、自己免疫疾患関連皮膚障害、およ
び癌関連皮膚障害が含まれる。一実施
形態では、ニコチンアミドリボシドと
プテロスチルベンの組み合わせを含む
組成物は、経口製剤として調製され
る。

皮膚病を治療するためのニコチンアミ
ドリボシドおよびプテロスチルベンの
組み合わせ物を含有する組成物、およ
びこれらの組成物および均等物を使用
して、皮膚病を治療する方法が記述さ
れる。これらの組成物または方法を使
用して治療されている皮膚病は日光露
出 - 関連皮膚病、炎症性皮膚病、自己
免疫疾患 - 関連皮膚病や癌 - 関連皮
膚病を含んでいる。一実施態様では、
ニコチン酸アミドリボシドおよびプテ
ロスチルベンの組み合わせ物を含有す
る組成物は、経口製剤として製造され
る。

皮膚病を治療するためのニコチンアミ
ドリボシドおよびプテロスチルベンの
組み合わせ物を含有する組成物、およ
びこれらの組成物および均等物を使用
して、皮膚病を治療する方法が記述さ
れる。これらの組成物または方法を使
用して治療されている皮膚病は日光露
出 - 関連皮膚病、炎症性皮膚病、自己
免疫疾患 - 関連皮膚病や癌 - 関連皮
膚病を含んでいる。一実施態様では、
ニコチン酸アミドリボシドおよびプテ
ロスチルベンの組み合わせ物を含有す
る組成物は、経口製剤として製造され
る。

皮膚病を治療するためのニコチンアミ
ドリボシドおよびプテロスチルベンの
組み合わせ物を含有する組成物、およ
びこれらの組成物および均等物を使用
して、皮膚病を治療する方法が記述さ
れる。 これらの組成物または方法を使
用して治療されている皮膚病は日光露
出 - 関連皮膚病、炎症性皮膚病、自己
免疫疾患 - 関連皮膚病や癌 - 関連皮
膚病を含んでいる。 一実施態様では、
ニコチン酸アミドリボシドおよびプテ
ロスチルベンの組み合わせ物を含有す
る組成物は、経口製剤として製造され
る。

皮膚病を治療するためのニコチンアミ
ドリボシード及びプテロスティルベン
の調合物を含む組成物及びこれら組成
物及びそれらの均等物を使用して皮膚
病を治療する方法が記述される。 これ
ら組成物または方法を使用して治る皮
膚病は日光露出－関連皮膚病、炎症性
皮膚病、自己免疫疾患－関連皮膚病及
び癌－関連皮膚病を含む。 一実施様態
で、ニコチンアミドリボシード及びプ
テロスティルベンの調合物を含む組成
物は経口製剤に製造される。

皮膚病を治療するためのニコチンアミ
ドリボシドおよびプテロスチルベンの
組み合わせ物を含有する組成物、およ
びこれらの組成物および均等物を使用
して、皮膚病を治療する方法が記述さ
れる。これらの組成物または方法を使
用して治療されている皮膚病は日光露
出 - 関連皮膚病、炎症性皮膚病、自己
免疫疾患 - 関連皮膚病や癌 - 関連皮
膚病を含んでいる。一実施態様では、
ニコチン酸アミドリボシドおよびプテ
ロスチルベンの組み合わせ物を含有す
る組成物は、経口製剤として製造され
る。

皮膚病を治療するためのニコチンアミ
ドリボシドおよびプテロスチルベンの
組み合わせ物を含有する組成物、およ
びこれらの組成物および均等物を使用
して、皮膚病を治療する方法が記述さ
れる。これらの組成物または方法を使
用して治療されている皮膚病は日光露
出 - 関連皮膚病、炎症性皮膚病、自己
免疫疾患 - 関連皮膚病や癌 - 関連皮
膚病を含んでいる。一実施態様では、
ニコチン酸アミドリボシドおよびプテ
ロスチルベンの組み合わせ物を含有す
る組成物は、経口製剤として製造され
る。

皮膚病を治療するためのニコチンアミ
ドリボシドおよびプテロスチルベンの
組み合わせ物を含有する組成物、およ
びこれらの組成物および均等物を使用
して、皮膚病を治療する方法が記述さ
れる。これらの組成物または方法を使
用して治療されている皮膚病は日光露
出 - 関連皮膚病、炎症性皮膚病、自己
免疫疾患 - 関連皮膚病や癌 - 関連皮
膚病を含んでいる。一実施態様では、
ニコチン酸アミドリボシドおよびプテ
ロスチルベンの組み合わせ物を含有す
る組成物は、経口製剤として製造され
る。

皮腐病を治療するためのニコチンアミ
ドリボシード及びプテロスティルベン
の調合物を含む組成物及び彼ら組成物
及び彼らの均等物を使って皮腐病を治
療する方法が記述される。彼ら組成物
または方法を使って治る皮腐病は日光
露出-関連皮腐病、炎症性皮腐病、自家
免疫疾患-関連皮腐病及び癌-関連皮腐
病を含む。一実施様態で、ニコチンア
ミドリボシード及びプテロスティルベ
ンの調合物を含む組成物は拝啓膳所に
製造される。

皮膚疾患を処置するためのニコチンア
ミドリボシドとプテロスチルベンとの
組み合わせを含有する組成物、ならび
にこれらの組成物およびそれらの等価
物を使用して皮膚疾患を処置する方法
が記載される。これらの組成物または
方法を使用して処置される皮膚疾患に
は、日光曝露関連皮膚疾患、炎症性皮
膚疾患、自己免疫疾患関連皮膚疾患、
およびがん関連皮膚疾患が含まれる。
一実施形態では、ニコチンアミドリボ
シドとプテロスチルベンの組合せを含
有する組成物は、経口製剤に調製され
る。

청구항 1

(i) 치료 유효량의 니코틴아미드 리보시드

및 치료 유효량의 프테로스틸벤의 조합물;

및

(ii) 제약상 허용되는 부형제를 포함하고,

여기서 조합물은 피부병의 치료를 위한 치

료 유효량으로 존재하는 것인 조성물.

【請求項１】
（ｉ）治療有効量のニコチンアミドリ
ボシドおよび治療有効量のプテロスチ
ルベンの組み合わせ、ならびに
（ｉｉ）薬学的に許容される賦形剤
を含む組成物であって、組み合わせ
が、皮膚障害の処置のための治療有効
量にある、組成物。

請求項1

1。この見解は、以下の項目に関連する
指示を含む
新規性、進歩性及び産業に対する見解
の非確立治療的に有効な量のニコチン
アミドリボシドと治療的に有効な量の
プテロスチルベンとの組み合わせ[図1]
本発明の実施の形態における画像
(ii)薬学的に許容される賦形剤前記組
み合わせが、皮膚疾患の治療のための
治療上有効な量で存在する、皮膚疾患
の治療のための方法

請求項1
（i）治療有効量のニコチンアミドリボ
シドおよび治療有効量のプテロスチル
ベンの組み合わせ物; と
（ii）の制約上許容される賦形剤を含
み、ここで、組み合わせ物は、皮膚病
の治療のための治療有効量で存在して
いるものである組成物。

 請求項1
（i）治療有効量のニコチンアミドリボ
シドおよび治療有効量のプテロスチル
ベンの組み合わせ物; と
（ii）製薬上許容される賦形剤を含
み、ここで、組み合わせ物は、皮膚病
の治療のための治療有効量で存在して
いるものである組成物。

1.1。
（i）治療有効量のニコチンアミドリボ
シドと治療有効量のプテロスチルベン
の組み合わせ; （ｉｉ）組み合わせが
皮膚状態の治療のために治療上有効な
量で存在する、薬学的に許容される賦
形剤。

（i）治療有効量のニコチンアミドリボ
シドおよび治療有効量のプテロスチル
ベンの組み合わせ物; （ii）製薬上許
容される賦形剤を含み、ここで、組み
合わせ物は、皮膚病の治療のための治
療有効量で存在しているものである組
成物。

1.（i）治療有効量のニコチンアミドリ
ボシドおよび治療有効量のプテロスチ
ルベンの組み合わせ物; と
（ii）の制約上許容される賦形剤
を含み、ここで、組み合わせ物は、皮
膚病の治療のための治療有効量で存在
しているものである組成物。

1.（i）治療有効量のニコチンアミドリ
ボシドおよび治療有効量のプテロスチ
ルベンの組み合わせ物; と
（ii）の制約上許容される賦形剤
を含み、ここで、組み合わせ物は、皮
膚病の治療のための治療有効量で存在
しているものである組成物。

1.（i）治療有効量のニコチンアミドリ
ボシドおよび治療有効量のプテロスチ
ルベンの組み合わせ物; と
（ii）製薬上許容される賦形剤
を含み、ここで、組み合わせ物は、皮
膚病の治療のための治療有効量で存在
しているものである組成物。

【請求項1】
(i) 治療有効量のニコチンアミドリボ
シード及び治療有効量のプテロスティ
ルベンの調合物； 及び（ｉｉ）製薬上
許容される賦形剤を含んで、ここで調
合物は皮膚病の治療のための治療有効
量で存在することである組成物。

請求項1
（i）治療有効量のニコチンアミドリボ
シドおよび治療有効量のプテロスチル
ベンの組み合わせ物;と
（ii）製薬上許容される賦形剤を含
み、ここで、組み合わせ物は、皮膚病
の治療のための治療有効量で存在して
いるものである組成物。

請求項1
（i）治療有効量のニコチンアミドリボ
シドおよび治療有効量のプテロスチル
ベンの組み合わせ物;と
（ii）製薬上許容される賦形剤を含
み、ここで、組み合わせ物は、皮膚病
の治療のための治療有効量で存在して
いるものである組成物。

請求項1
（i）治療有効量のニコチンアミドリボ
シドおよび治療有効量のプテロスチル
ベンの組み合わせ物;と
（ii）製薬上許容される賦形剤を含
み、ここで、組み合わせ物は、皮膚病
の治療のための治療有効量で存在して
いるものである組成物。

請求項1
(i) 治療有効量のニコチンアミドリボ
シード及び治療有効量のプテロスティ
ルベンの調合物;及び
(ii) 製薬上許容される父兄制を含み
と、ここで調合物は皮腐病の治療のた
めの治療有効量で存在することである
組成物。

請求項1
(i)治療有効量のニコチンアミドリボシ
ドと治療有効量のプテロスチルベンと
の組み合わせ;および
(ii)薬学的に許容される賦形剤を含む
組成物であって、前記組合せが、皮膚
疾患の処置のための治療有効量で存在
する、組成物。

청구항 2

제1항에 있어서, 치료 유효량의 니코틴아

미드 리보시드가 하루에 약 100 mg 내지

약 1000 mg 사이이고, 치료 유효량의 프테

로스틸벤이 하루에 약 25 mg 내지 약 500

mg 사이인 조성물.

【請求項２】
ニコチンアミドリボシドの治療有効量
が、１日当たり約１００ｍｇから約１
０００ｍｇの間であり、プテロスチル
ベンの治療有効量が、１日当たり約２
５ｍｇから約５００ｍｇの間である、
請求項１に記載の組成物。

請求項2

請求項(1)に記載の方法であって、さら
に：治療上有効な量のニコチンアミド
リボヌクレオチドは、約100mg-約
1000mg/日の間である治療上有効な量の
プテロスチルベンが、約25mg-約500mg/
日の間である、請求項(1)に記載の方法

請求項2
第1項において、治療有効量のニコチン
アミドリボシドが、一日に約100 mg〜
約1000 mgの間であり、治療有効量のプ
テロスチルベンは、一日に約25 mg〜約
500 mgの間である組成物。

 請求項2
第1項において、治療有効量のニコチン
アミドリボシドが、一日に約100 mg〜
約1000 mgの間であり、治療有効量のプ
テロスチルベンは、一日に約25 mg〜約
500 mgの間である組成物。

2.2。
ニコチンアミドリボシドの治療有効量
が１日あたり約１００ｍｇから約１０
００ｍｇの間であり、プテロスチルベ
ンの治療有効量が１日あたり約２５ｍ
ｇから約５００ｍｇの間である、請求
項１に記載の組成物。

第1項において、治療有効量のニコチン
アミドリボシドが、一日に約100 mg〜
約1000 mgの間であり、治療有効量のプ
テロスチルベンは、一日に約25 mg〜約
500 mgの間である組成物。

2.第1項において、治療有効量のニコチ
ンアミドリボシドが、一日に約100 mg
〜約1000 mgの間であり、治療有効量の
プテロスチルベンは、一日に約25 mg〜
約500 mgの間である組成物。

2.第1項において、治療有効量のニコチ
ンアミドリボシドが、一日に約100 mg
〜約1000 mgの間であり、治療有効量の
プテロスチルベンは、一日に約25 mg〜
約500 mgの間である組成物。

2.第1項において、治療有効量のニコチ
ンアミドリボシドが、一日に約100 mg
〜約1000 mgの間であり、治療有効量の
プテロスチルベンは、一日に約25 mg〜
約500 mgの間である組成物。

【請求項2】
第１項において、治療有効量のニコチ
ンアミドリボシードが一日に約１００
ｍｇないし約１０００ｍｇ間で、治療
有効量のプテロスティルベンが一日に
約２５ｍｇないし約５００ｍｇ間であ
る組成物。

請求項2
第1項において、治療有効量のニコチン
アミドリボシドが、一日に約100 mg〜
約1000 mgの間であり、治療有効量のプ
テロスチルベンは、一日に約25 mg〜約
500 mgの間である組成物。

請求項2
第1項において、治療有効量のニコチン
アミドリボシドが、一日に約100 mg〜
約1000 mgの間であり、治療有効量のプ
テロスチルベンは、一日に約25 mg〜約
500 mgの間である組成物。

請求項2
第1項において、治療有効量のニコチン
アミドリボシドが、一日に約100 mg〜
約1000 mgの間であり、治療有効量のプ
テロスチルベンは、一日に約25 mg〜約
500 mgの間である組成物。

請求項2
第1項において、治療有効量のニコチン
アミドリボシードが一日に約100 mg な
いし約1000 mg の間で、治療有効量の
プテロスティルベンが一日に約25 mg
ないし約500 mg の間である組成物。

請求項2
治療有効量のニコチンアミドリボシド
が約100mg〜約1000mg/日であり、治療
有効量のプテロスチルベンが約25mg〜
約500mg/日である、請求項1に記載の組
成物。

청구항 3

제1항 또는 제2항에 있어서, 치료 유효량

의 니코틴아미드 리보시드가 하루에 약

200 mg 내지 700 mg 사이인 제제.

【請求項３】
ニコチンアミドリボシドの治療有効量
が、１日当たり約２００ｍｇから７０
０ｍｇである、請求項１または２に記
載の製剤。

請求項3

請求項(3)に記載の方法
請求項(1)または(2)に記載の方法で
あって、さらに：治療上有効な量のニ
コチンアミドリボヌクレオチドが約
200mg-700mg/日の間である製剤

請求項3
第1項又は第2項において、治療有効量
のニコチンアミドリボシドが、一日に
約200 mg〜700 mgの間である製剤。

 請求項3
第1項又は第2項において、治療有効量
のニコチンアミドリボシドが、一日に
約200 mg〜700 mgの間である製剤。

3.3。
ニコチンアミドリボシドの治療有効量
が１日あたり約２００ｍｇから７００
ｍｇの間である、請求項１または２に
記載の製剤。

第1項又は第2項において、治療有効量
のニコチンアミドリボシドが、一日に
約200 mg〜700 mgの間である製剤。

3.第1項又は第2項において、治療有効
量のニコチンアミドリボシドが、一日
に約200 mg〜700 mgの間である製剤。

3.第1項又は第2項において、治療有効
量のニコチンアミドリボシドが、一日
に約200 mg〜700 mgの間である製剤。

3.第1項又は第2項において、治療有効
量のニコチンアミドリボシドが、一日
に約200 mg〜700 mgの間である製剤。

【請求項3】
第１項または第２項において、治療有
効量のニコチンアミドリボシードが一
日に約２００ｍｇないし７００ｍｇ間
である製剤。

請求項3
第1項又は第2項において、治療有効量
のニコチンアミドリボシドが、一日に
約200 mg〜700 mgの間である製剤。

請求項3
第1項又は第2項において、治療有効量
のニコチンアミドリボシドが、一日に
約200 mg〜700 mgの間である製剤。

請求項3
第1項又は第2項において、治療有効量
のニコチンアミドリボシドが、一日に
約200 mg〜700 mgの間である製剤。

請求項3
第1項または第2項において、治療有効
量のニコチンアミドリボシードが一日
に約200 mg ないし700 mg の間である
膳所。

請求項3
治療有効量のニコチンアミドリボシド
が、約200mg〜700mg/日である、請求項
1または2に記載の製剤。

청구항 4

제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,

치료 유효량의 니코틴아미드 리보시드가

하루에 약 50 내지 250 mg 사이인 제제.

【請求項４】
ニコチンアミドリボシドの治療有効量
が、１日当たり約５０から２５０ｍｇ
の間である、請求項１から３のいずれ
か１項に記載の製剤。

請求項4

請求項(4)に記載の方法
請求項(1-3)のいずれか1項に記載の方
法治療的に有効な量のニコチンアミド
リボヌクレオチドが約50mg/日-250mg/
日の間である製剤

請求項4
第1項から第3項のいずれか一項におい
て、治療有効量のニコチンアミドリボ
シドが、一日に約50〜250 mgの間であ
る製剤。

 請求項4
第1項から第3項のいずれか一項におい
て、治療有効量のニコチンアミドリボ
シドが、一日に約50〜250 mgの間であ
る製剤。

4.4。
ニコチンアミドリボシドの治療有効量
が１日あたり約５０から２５０ｍｇの
間である、請求項１から３のいずれか
一項に記載の製剤。

第1項から第3項のいずれか一項におい
て、治療有効量のニコチンアミドリボ
シドが、一日に約50〜250 mgの間であ
る製剤。

4.第1項から第3項のいずれか一項にお
いて、治療有効量のニコチンアミドリ
ボシドが、一日に約50〜250 mgの間で
ある製剤。

4.第1項から第3項のいずれか一項にお
いて、治療有効量のニコチンアミドリ
ボシドが、一日に約50〜250 mgの間で
ある製剤。

4.第1項から第3項のいずれか一項にお
いて、治療有効量のニコチンアミドリ
ボシドが、一日に約50〜250 mgの間で
ある製剤。

【請求項4】
第１項ないし第３項の中でどれか一項
において、治療有効量のニコチンアミ
ドリボシードが一日に約５０ないし２
５０ｍｇ間である製剤。

請求項4
第1項から第3項のいずれか一項におい
て、治療有効量のニコチンアミドリボ
シドが、一日に約50〜250 mgの間であ
る製剤。

請求項4
第1項から第3項のいずれか一項におい
て、治療有効量のニコチンアミドリボ
シドが、一日に約50〜250 mgの間であ
る製剤。

請求項4
第1項から第3項のいずれか一項におい
て、治療有効量のニコチンアミドリボ
シドが、一日に約50〜250 mgの間であ
る製剤。

請求項4
第1項ないし第3項の中である一項にお
いて、治療有効量のニコチンアミドリ
ボシードが一日に約50 ないし250 mg
の間である膳所。

請求項4
治療有効量のニコチンアミドリボシド
が、約50〜250mg/日である、請求項1〜
3のいずれか一項に記載の製剤。

청구항 5

제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,

치료 유효량의 프테로스틸벤이 하루에 약

50 mg인 제제.

【請求項５】
プテロスチルベンの治療有効量が、１
日当たり約５０ｍｇである、請求項１
から４のいずれか１項に記載の製剤。

請求項5

請求項(5)に記載の方法
請求項(1-4)のいずれか1項に記載の方
法治療上有効な量のプテロスチルベン
が1日当たり約50mgである製剤

請求項5
第1項から第4項のいずれか一項におい
て、治療有効量のプテロスチルベン
は、一日に約50 mgである製剤。

 請求項5
第1項から第4項のいずれか一項におい
て、治療有効量のプテロスチルベン
は、一日に約50 mgである製剤。

5.5。
プテロスチルベンの治療有効量が１日
あたり約５０ｍｇである、請求項１か
ら４のいずれか一項に記載の製剤。

第1項から第4項のいずれか一項におい
て、治療有効量のプテロスチルベン
は、一日に約50 mgである製剤。

第1項から第4項のいずれか一項におい
て、治療有効量のプテロスチルベン
は、一日に約50 mgである製剤。

5.第1項から第4項のいずれか一項にお
いて、治療有効量のプテロスチルベン
は、一日に約50 mgである製剤。

5.第1項から第4項のいずれか一項にお
いて、治療有効量のプテロスチルベン
は、一日に約50 mgである製剤。

【請求項5】
第１項ないし第４項の中でどれか一項
において、治療有効量のプテロスティ
ルベンが一日に約５０ｍｇである製
剤。

請求項5
第1項から第4項のいずれか一項におい
て、治療有効量のプテロスチルベン
は、一日に約50 mgである製剤。

請求項5
第1項から第4項のいずれか一項におい
て、治療有効量のプテロスチルベン
は、一日に約50 mgである製剤。

請求項5
第1項から第4項のいずれか一項におい
て、治療有効量のプテロスチルベン
は、一日に約50 mgである製剤。

請求項5
第1項ないし第4項の中である一項にお
いて、治療有効量のプテロスティルベ
ンが一日に約50 mgである膳所。

請求項5
前記プテロスチルベンの治療有効量
が、一日当たり約50mgである、請求項1
〜4のいずれか一項に記載の製剤。

청구항 6

제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,

피부병이 염증, 일광 노출, 자가면역 질환,

또는 그의 조합에 의해 유발되는 것인 제

제.

【請求項６】
皮膚障害が、炎症、日光への曝露、自
己免疫疾患またはそれらの組み合わせ
により引き起こされるものである、請
求項１から５のいずれか１項に記載の
製剤。

請求項6

請求項(6)に記載の方法
請求項(1-5)のいずれか1項に記載の方
法皮膚疾患日照の暴露自己免疫疾患、
またはそれらの組み合わせ

請求項6
第1項から第5項のいずれか一項におい
て、皮膚病が炎症、日光曝露、自己免
疫疾患、または彼の組み合わせによっ
て誘発されるものである製剤。

 請求項6
第1項から第5項のいずれか一項におい
て、皮膚病が炎症、日光曝露、自己免
疫疾患、または彼の組み合わせによっ
て誘発されるものである製剤。

6.6。
皮膚疾患が、炎症、日光曝露、自己免
疫疾患、またはそれらの組み合わせに
よって引き起こされる、請求項１から
５のいずれか一項に記載の製剤。

第1項から第5項のいずれか一項におい
て、皮膚病が炎症、日光曝露、自己免
疫疾患、または彼の組み合わせによっ
て誘発されるものである製剤。

6.第1項から第5項のいずれか一項にお
いて、皮膚病が炎症、日光曝露、自己
免疫疾患、または彼の組み合わせに
よって誘発されるものである製剤。

6.第1項から第5項のいずれか一項にお
いて、皮膚病が炎症、日光曝露、自己
免疫疾患、または彼の組み合わせに
よって誘発されるものである製剤。

6.第1項から第5項のいずれか一項にお
いて、皮膚病が炎症、日光曝露、自己
免疫疾患、または彼の組み合わせに
よって誘発されるものである製剤。

【請求項6】
第１項ないし第５項の中でどれか一項
において、皮膚病が炎症、日光露出、
自己免疫疾患、またはその組合せに
よって誘発されることである製剤。

請求項6
第1項から第5項のいずれか一項におい
て、皮膚病が炎症、日光曝露、自己免
疫疾患、または彼の組み合わせによっ
て誘発されるものである製剤

請求項6
第1項から第5項のいずれか一項におい
て、皮膚病が炎症、日光曝露、自己免
疫疾患、または彼の組み合わせによっ
て誘発されるものである製剤。

請求項6
第1項から第5項のいずれか一項におい
て、皮膚病が炎症、日光曝露、自己免
疫疾患、または彼の組み合わせによっ
て誘発されるものである製剤。

請求項6
第1項ないし第5項の中である一項にお
いて、皮腐病が炎症、日光露出、自己
免疫疾患、または彼の組合によって誘
発されることである膳所

請求項6
前記皮膚疾患が、炎症、日光曝露、自
己免疫疾患、またはそれらの組み合わ
せによって引き起こされる、請求項1〜
5のいずれか一項に記載の製剤。

청구항 7

제6항에 있어서, 일광 노출에 의해 유발되

는 피부병이 광선 각화증, 흑색점 또는 나

이 반점, 지루 각화증, 일광 화상, 광민감,

모반, 다형 광 발진, 일광 탄력섬유증 또는

주름, 피부암 (예를 들면 흑색종, 편평 세포

암종, 기저 세포 암종), 및 주근깨로 이루어

지는 군으로부터 선택된 것인 제제.

【請求項７】
日光への曝露により引き起こされる皮
膚障害が、日光角化症、黒子またはし
み、脂漏性角化症、日焼け、光線過敏
症、黒あざ、多形日光疹、日光弾力線
維症またはしわ、皮膚がん（メラノー
マ、扁平上皮癌、基底細胞癌など）お
よびそばかすからなる群から選択され
る、請求項６に記載の製剤。

請求項7

請求項(7)に記載の方法
請求項(6)に記載の方法であって、さら
に：光暴露による皮膚疾患黒点または
ageスポット脂漏性角化症本発明は、発
光装置に関する光増感[発明が解決しよ
うとする課題]マルチ型光発振器本発明
の一実施形態は、片面弾性繊維または
しわの製造方法に関する皮膚癌()例え
ば、黒色腫)扁平上皮癌、基底細胞癌、
幹細胞癌、および基底細胞癌前記製剤
が、以下からなる群から選択される、
請求項(1)に記載の製剤

請求項7
第6項において、日光曝露によって誘発
される皮膚病が光線角化症、黒ドット
または年齢の点、退屈角化症、日焼
け、光に敏感、母斑、多型光発疹、日
光弾力線維症またはしわ、皮膚癌（例
えば黒色種、扁平上皮癌、基底細胞
癌）、およびそばかすからなる群から
選択されたものである製剤。

 請求項7
第6項において、日光曝露によって誘発
される皮膚病が光線角化症、黒ドット
または年齢の点、退屈角化症、日焼
け、光に敏感、母斑、多型光発疹、日
光弾力線維症またはしわ、皮膚癌（例
えばメラノーマ、扁平上皮癌、基底細
胞癌）、およびそばかすからなる群か
ら選択されたものである製剤。

7。
日光曝露によって引き起こされる皮膚
症が、光線性角化症、斑点またはシ
ミ、脂漏性角化症、日焼け、光線過敏
症、母斑、多形性光発疹、太陽弾性線
維症またはしわ、皮膚癌（例えば、黒
色腫瘍、扁平上皮癌）である、請求項
６に記載の方法。 、基底細胞癌）、お
よびそばかす。

第6項において、日光曝露によって誘発
される皮膚病が光線角化症、黒ドット
または年齢の点、退屈角化症、日焼
け、光に敏感、母斑、多型光発疹、日
光弾力線維症またはしわ、皮膚癌（例
えば黒色種、扁平上皮癌、基底細胞
癌）、およびそばかすからなる群から
選択されたものである製剤。

7.第6項において、日光曝露によって誘
発される皮膚病が光線角化症、黒ドッ
トまたは年齢の点、退屈角化症、日焼
け、光に敏感、母斑、多型光発疹、日
光弾力線維症またはしわ、皮膚癌（例
えば黒色種、扁平上皮癌、基底細胞
癌）、およびそばかすからなる群から
選択されたものである製剤。

7.第6項において、日光曝露によって誘
発される皮膚病が光線角化症、黒ドッ
トまたは年齢の点、退屈角化症、日焼
け、光に敏感、母斑、多型光発疹、日
光弾力線維症またはしわ、皮膚癌（例
えば黒色種、扁平上皮癌、基底細胞
癌）、およびそばかすからなる群から
選択されたものである製剤。

7.第6項において、日光曝露によって誘
発される皮膚病が光線角化症、黒ドッ
トまたは年齢の点、退屈角化症、日焼
け、光に敏感、母斑、多型光発疹、日
光弾力線維症またはしわ、皮膚癌（例
えば黒色種、扁平上皮癌、基底細胞
癌）、およびそばかすからなる群から
選択されたものである製剤。

【請求項7】
第６項において、日光露出によって誘
発される皮膚病が光線角化症、黒子ま
たは年まだら、脂漏性角化症、サン
バーン、光敏感、母斑、多型光発疹、
日光弾性線維症またはしわ、皮膚癌
（例えば黒色腫、扁平細胞癌、基底細
胞癌腫）、及びそばかすで成り立つ群
から選択されたことである製剤。

請求項7
第6項において、日光曝露によって誘発
される皮膚病が光線角化症、黒ドット
または年齢の点、退屈角化症、日焼
け、光に敏感、母斑、多型光発疹、日
光弾力線維症またはしわ、皮膚癌（例
えば黒色種、扁平上皮癌、基底細胞
癌）、およびそばかすからなる群から
選択されたものである製剤

請求項7
第6項において、日光曝露によって誘発
される皮膚病が光線角化症、黒ドット
または年齢の点、退屈角化症、日焼
け、光に敏感、母斑、多型光発疹、日
光弾力線維症またはしわ、皮膚癌（例
えば黒色種、扁平上皮癌、基底細胞
癌）、およびそばかすからなる群から
選択されたものである製剤。

請求項7
第6項において、日光曝露によって誘発
される皮膚病が光線角化症、黒ドット
または年齢の点、退屈角化症、日焼
け、光に敏感、母斑、多型光発疹、日
光弾力線維症またはしわ、皮膚癌（例
えば黒色種、扁平上皮癌、基底細胞
癌）、およびそばかすからなる群から
選択されたものである製剤。

請求項7
第6項において、日光露出によって誘発
される皮腐病が光線角化症、黒色店ま
たは年まだら、退屈角化症、日光やけ
ど、光敏感、謀反、ダヒョング光発
疹、日光弾力纎維証またはしわ、皮膚
癌 (例えば黒色腫、扁平上皮癌、基底
細胞癌腫), 及びそばかすで成り立つ軍
から選択されたのである膳所。

請求項7
日光曝露によって引き起こされる皮膚
疾患が、光線性角化症、黒子または年
齢斑点、脂漏性角化症、日焼け、光感
受性、母斑、多形性光線発疹、日光弾
力線維症またはしわ、皮膚がん(例え
ば、黒色腫、扁平上皮癌、基底細胞
癌)、およびそばかすからなる群から選
択される、請求項6に記載の製剤。

청구항 8

제6항에 있어서, 염증에 의해 유발되는 피

부병이 건선, 접촉 피부염, 아토피 피부염,

지루 피부염, 건조 습진, 원반 습진, 손 습

진, 중력/정맥류 습진, 습진약 발진, 단순

태선, 여드름, 편평 태선, 태선모양 잔비늘

증, 만성 태선모양 각화증, 광택 태선, 선상

태선, 균상 식육종, 홍색피부증, 다형 홍반,

스티븐스-존슨 증후군, 혈관염, 및 독성 표

피 괴사용해로 이루어지는 군으로부터 선

택된 것인 제제.

【請求項８】
炎症により引き起こされる皮膚障害
が、乾癬、接触性皮膚炎、アトピー性
皮膚炎、脂漏性皮膚炎、皮脂欠乏性湿
疹、円板状湿疹、手湿疹、重力／結節
状湿疹、湿疹性薬疹、単純
性苔癬、ざ瘡、扁平苔癬、苔癬状粃糠
疹、慢性苔癬状角化症、光沢苔癬、線
状苔癬、菌状息肉症、紅皮症、多形性
紅斑、スティーブンス－ジョンソン症
候群、血管炎および中毒性表皮壊死症
からなる群から選択される、請求項６
に記載の製剤。

請求項8

請求項(8)に記載の方法
請求項(6)に記載の方法であって、さら
に：炎症に起因する皮膚疾患接触性皮
膚炎アトピー性皮膚炎脂漏性皮膚炎乾
燥湿疹湿疹ハンド湿疹重力/静脈湿疹湿
式揺動装置[発明の属する技術分野]ざ
瘡水虫typhonのキサントフィル慢性胎
児角化症光沢タブそのための方法が提
供される赤色着色皮膚疾患多型紅斑ス
テア。ジョンソン症候群血管炎症性疾
患および毒性表皮壊死因子

請求項8
第6項において、炎症によって誘発され
る皮膚病が乾癬、接触皮膚炎、アト
ピー性皮膚炎、退屈皮膚炎、乾燥湿
疹、円盤湿疹、手湿疹、重力/静脈瘤湿
疹、スプジンヤク発疹、単純太線、に
きび、扁平苔癬、太線形杯うろこ症、
慢性太線形角化症、光沢のある太線、
船上太線、菌床式肉腫、紅色皮膚症、
多型紅斑、スティーブンス-ジョンソン
症候群、血管炎、および毒性表皮壊使
用からなる群から選択されたものであ
る製剤。

 請求項8
第6項において、炎症によって誘発され
る皮膚病が乾癬、接触皮膚炎、アト
ピー性皮膚炎、退屈皮膚炎、乾燥湿
疹、円盤湿疹、手湿疹、重力/静脈瘤湿
疹、スプジンヤク発疹、単純太線、に
きび、扁平苔癬、太線形杯のスケール
症、慢性太線形角化症、光沢のある太
線、船上太線、菌床式肉腫、紅色皮膚
症、多型紅斑、スティーブンス - ジョ
ンソン症候群、血管炎、および毒性表
皮壊使用からなる群から選択されたも
のである製剤。

8.8。
炎症によって引き起こされる皮膚疾患
が乾癬、接触性皮膚炎、アトピー性皮
膚炎、脂漏性皮膚炎、乾性湿疹、椎間
板湿疹、手湿疹、重力／静脈瘤性湿
疹、湿疹発疹、単純苔癬、にきびであ
る、請求項６に記載の方法。扁平苔
癬、扁平苔癬。魚鱗癬、慢性苔癬咽頭
角化症、扁平苔癬、腺苔癬、肉腫真
菌、紅皮症、多形紅斑、スティーブン
ス・ジョンソン症候群、血管炎、およ
び中毒性表皮壊死症からなる群から選
択される薬剤。

第6項において、炎症によって誘発され
る皮膚病が乾癬、接触皮膚炎、アト
ピー性皮膚炎、退屈皮膚炎、乾燥湿
疹、円盤湿疹、手湿疹、重力/静脈瘤湿
疹、スプジンヤク発疹、単純太線、に
きび、扁平苔癬、太線形杯うろこ症、
慢性太線形角化症、光沢のある太線、
船上太線、菌床式肉腫、紅色皮膚症、
多型紅斑、スティーブンス-ジョンソン
症候群、血管炎、および毒性表皮壊使
用からなる群から選択されたものであ
る製剤。

8.第6項において、炎症によって誘発さ
れる皮膚病が乾癬、接触皮膚炎、アト
ピー性皮膚炎、退屈皮膚炎、乾燥湿
疹、円盤湿疹、手湿疹、重力/静脈瘤湿
疹、スプジンヤク発疹、単純太線、に
きび、扁平苔癬、太線形杯うろこ症、
慢性太線形角化症、光沢のある太線、
船上太線、菌床式肉腫、紅色皮膚症、
多型紅斑、スティーブンス - ジョンソ
ン症候群、血管炎、および毒性表皮壊
使用からなる群から選択されたもので
ある製剤。

8.第6項において、炎症によって誘発さ
れる皮膚病が乾癬、接触皮膚炎、アト
ピー性皮膚炎、退屈皮膚炎、乾燥湿
疹、円盤湿疹、手湿疹、重力/静脈瘤湿
疹、スプジンヤク発疹、単純太線、に
きび、扁平苔癬、太線形杯うろこ症、
慢性太線形角化症、光沢のある太線、
船上太線、菌床式肉腫、紅色皮膚症、
多型紅斑、スティーブンス - ジョンソ
ン症候群、血管炎、および毒性表皮壊
使用からなる群から選択されたもので
ある製剤。

8.第6項において、炎症によって誘発さ
れる皮膚病が乾癬、接触皮膚炎、アト
ピー性皮膚炎、退屈皮膚炎、乾燥湿
疹、円盤湿疹、手湿疹、重力/静脈瘤湿
疹、スプジンヤク発疹、単純太線、に
きび、扁平苔癬、太線形杯うろこ症、
慢性太線形角化症、光沢のある太線、
船上太線、菌床式肉腫、紅色皮膚症、
多型紅斑、スティーブンス - ジョンソ
ン症候群、血管炎、および毒性表皮壊
使用からなる群から選択されたもので
ある製剤。

【請求項8】
第６項において、炎症によって誘発さ
れる皮膚病が乾癬、接触しん、アト
ピー皮膚炎、退屈皮膚炎、乾燥湿疹、
円盤湿疹、手湿疹、重力／静脈瘤湿
疹、湿疹薬発疹、単純太線、にきび、
扁平苔癬、太線形ザンビヌルズング、
慢性太線形角化症、光沢苔癬、線状苔
癬、菌床食肉種、紅色皮膚症、多型紅
斑、スチーブンス－ジョンソン症候
群、血管炎、及び毒性表皮壊死溶解で
成り立つ群から選択されたことである
製剤。

請求項8
第6項において、炎症によって誘発され
る皮膚病が乾癬、接触皮膚炎、アト
ピー性皮膚炎、退屈皮膚炎、乾燥湿
疹、円盤湿疹、手湿疹、重力/静脈瘤湿
疹、スプジンヤク発疹、単純太線、に
きび、扁平苔癬、太線形杯うろこ症、
慢性太線形角化症、光沢のある太線、
船上太線、菌床式肉腫、紅色皮膚症、
多型紅斑、スティーブンス - ジョンソ
ン症候群、血管炎、および毒性表皮壊
使用からなる群から選択されたもので
ある製剤。

請求項8
第6項において、炎症によって誘発され
る皮膚病が乾癬、接触皮膚炎、アト
ピー性皮膚炎、退屈皮膚炎、乾燥湿
疹、円盤湿疹、手湿疹、重力/静脈瘤湿
疹、スプジンヤク発疹、単純太線、に
きび、扁平苔癬、太線形杯うろこ症、
慢性太線形角化症、光沢のある太線、
船上太線、菌床式肉腫、紅色皮膚症、
多型紅斑、スティーブンス - ジョンソ
ン症候群、血管炎、および毒性表皮壊
使用からなる群から選択されたもので
ある製剤。

請求項8
第6項において、炎症によって誘発され
る皮膚病が乾癬、接触皮膚炎、アト
ピー性皮膚炎、退屈皮膚炎、乾燥湿
疹、円盤湿疹、手湿疹、重力/静脈瘤湿
疹、スプジンヤク発疹、単純太線、に
きび、扁平苔癬、太線形杯うろこ症、
慢性太線形角化症、光沢のある太線、
船上太線、菌床式肉腫、紅色皮膚症、
多型紅斑、スティーブンス - ジョンソ
ン症候群、血管炎、および毒性表皮壊
使用からなる群から選択されたもので
ある製剤。

請求項8
第6項において、炎症によって誘発され
る皮腐病が乾癬、接触皮膚炎、アト
ピー皮膚炎、退屈皮膚炎、乾燥湿疹、
円盤湿疹、手湿疹、重力/静脈瘤湿疹、
湿疹薬発疹、単純太線、にきび、扁平
太線、太線模様ザンビヌルズング、晩
成太線模様角化症、光沢太線、船上太
線、ギュンサング食肉種, 紅色肌証、
ダヒョング赤飯、スチーブンス-ジョン
ソン症候群、血管炎、及び毒性表皮怪
死溶解で成り立つ軍から選択されたこ
とである膳所。

字数オーバー翻訳不可

청구항 9

제6항에 있어서, 자가면역 질환에 의해 유

발되는 피부병이 괴저 고름피부증, 전신

홍반 루푸스, 호산성 근막염, 피부경화증,

보통 천포창, 물집유사 천포창, 원형 탈모,

백반증, 건선, 피부근염, 및 이영양성 수포

성 표피박리증으로 이루어지는 군으로부

터 선택된 것인 제제.

【請求項９】
自己免疫疾患により引き起こされる皮
膚障害が、壊疽性膿皮症、全身性紅斑
性狼瘡、好酸球性筋膜炎、強皮症、尋
常性天疱瘡、水疱性類天疱瘡、円形脱
毛症、白斑、乾癬、皮膚筋炎およびジ
ストロフィー型表皮水疱症からなる群
から選択される、請求項６に記載の製
剤。

請求項9

請求項(9)に記載の方法
請求項(6)に記載の方法であって、さら
に：自己免疫疾患に起因する皮膚疾患
全身性エリテマトーデス好酸性酸根塩
皮膚硬化症以下の2項を参照のこと集水
等の穿孔装置丸毛損失液性プライム；
s。プライム；s。プライム；乾癬皮膚
炎等方性小胞性表面剥離増強剤からな
る群から選択される、請求項(1)に記載
の方法

請求項9
第6項において、自己免疫疾患によって
誘発される皮膚病が壊疽膿皮膚症、全
身性エリテマトーデス、好酸性グンマ
クヨム、皮膚硬化症は、通常チョンポ
チャン、水疱類似チョンポチャン、円
形脱毛、白板症、乾癬、皮膚筋炎、お
よびこの映画陽性水疱性表皮バクリ
ジュンからなる群から選択されたもの
である製剤。

 請求項9
第6項において、自己免疫疾患によって
誘発される皮膚病が壊疽膿皮膚症、全
身性エリテマトーデス、好酸性グンマ
クヨム、皮膚硬化症は、通常チョンポ
チャン、水疱類似チョンポチャン、円
形脱毛、白板症、乾癬、皮膚筋炎、お
よびこの映画養成水疱性表皮バクリ
ジュンにからなる群から選択されたも
のである製剤。

9.9。
自己免疫疾患によって引き起こされる
皮膚疾患が、化膿性神経節神経節、全
身性エリテマトーデス、好酸球性筋膜
炎、強皮症、一般的なペンフィグス、
水疱様ペンフィグス、円形脱毛症、白
斑、乾癬、皮膚筋炎である、請求項６
に記載の方法。赤痢。良性表皮水疱症
からなるグループから選択された薬
剤。

第6項において、自己免疫疾患によって
誘発される皮膚病が壊疽膿皮膚症、全
身性エリテマトーデス、好酸性グンマ
クヨム、皮膚硬化症は、通常チョンポ
チャン、水疱類似チョンポチャン、円
形脱毛、白板症、乾癬、皮膚筋炎、お
よびこの映画陽性水疱性表皮バクリ
ジュンからなる群から選択されたもの
である製剤。

9.第6項において、自己免疫疾患によっ
て誘発される皮膚病が壊疽膿皮膚症、
全身性エリテマトーデス、好酸性グン
マクヨム、皮膚硬化症は、通常チョン
ポチャン、水疱類似チョンポチャン、
円形脱毛、白板症、乾癬、皮膚筋炎、
およびこの映画陽性水疱性表皮バクリ
ジュンからなる群から選択されたもの
である製剤。

9.第6項において、自己免疫疾患によっ
て誘発される皮膚病が壊疽膿皮膚症、
全身性エリテマトーデス、好酸性グン
マクヨム、皮膚硬化症は、通常チョン
ポチャン、水疱類似チョンポチャン、
円形脱毛、白板症、乾癬、皮膚筋炎、
およびこの映画陽性水疱性表皮バクリ
ジュンからなる群から選択されたもの
である製剤。

9.第6項において、自己免疫疾患によっ
て誘発される皮膚病が壊疽膿皮膚症、
全身性エリテマトーデス、好酸性グン
マクヨム、皮膚硬化症は、通常チョン
ポチャン、水疱類似チョンポチャン、
円形脱毛、白板症、乾癬、皮膚筋炎、
およびこの映画陽性水疱性表皮バクリ
ジュンからなる群から選択されたもの
である製剤。

【請求項9】
第６項において、自己免疫疾患によっ
て誘発される皮膚病が壊疽うみ皮膚
症、電信紅斑ループス、好エオジン筋
周膜炎、皮膚硬化症、尋常天疱瘡、水
ぶくれ類似天疱瘡、円形脱毛、白斑
症、乾癬、皮膚筋炎、及び異栄養性水
泡性表皮剥離症で成り立つ群から選択
されたことである製剤。

請求項9
第6項において、自己免疫疾患によって
誘発される皮膚病が壊疽膿皮膚症、全
身性エリテマトーデス、好酸性グンマ
クヨム、皮膚硬化症は、通常チョンポ
チャン、水疱類似チョンポチャン、円
形脱毛、白板症、乾癬、皮膚筋炎、お
よびこの映画陽性水疱性表皮バクリ
ジュンからなる群から選択されたもの
である製剤。

請求項9
第6項において、自己免疫疾患によって
誘発される皮膚病が壊疽膿皮膚症、全
身性エリテマトーデス、好酸性グンマ
クヨム、皮膚硬化症は、通常チョンポ
チャン、水疱類似チョンポチャン、円
形脱毛、白板症、乾癬、皮膚筋炎、お
よびこの映画陽性水疱性表皮バクリ
ジュンからなる群から選択されたもの
である製剤。

請求項9
第6項において、自己免疫疾患によって
誘発される皮膚病が壊疽膿皮膚症、全
身性エリテマトーデス、好酸性グンマ
クヨム、皮膚硬化症は、通常チョンポ
チャン、水疱類似チョンポチャン、円
形脱毛、白板症、乾癬、皮膚筋炎、お
よびこの映画陽性水疱性表皮バクリ
ジュンからなる群から選択されたもの
である製剤。

請求項9
第6項において、自家免疫疾患によって
誘発される皮腐病がグェゾうみ肌証、
電信赤飯ルプス、読み上げ算性グン
マックヨック、肌硬化症、普通チォン
ポチァング、底豆類似チォンポチァン
グ、円形脱毛、白飯証、乾癬、肌筋
炎、及びイ栄養性水泡性表皮薄利証で
成り立つ軍から選択されたことである
膳所。

請求項9
自己免疫疾患によって引き起こされる
皮膚疾患が、壊疽性膿皮膚症、全身性
エリテマトーデス、好酸球性筋膜炎、
強皮症、尋常性天疱瘡、水疱様天疱
瘡、円形脱毛症、白斑、乾癬、皮膚筋
炎、および栄養障害型表皮水疱症から
なる群から選択される、請求項6に記載
の製剤。

청구항 10

제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,

 제약상 허용되는 부형제가 미정질 셀룰로

스, 히프로멜로스, 식물성 마그네슘 스테

아레이트, 올리브 오일, 젤라틴, 글리세린,

정제수, 비즈왁스 옐로우, 해바라기 레시

틴, 이산화규소, 이산화티타늄, F. D. & C 블

루 1 및 F. D. & C 레드 4로 이루어지는 군으

로부터 선택된 것인 제제.

【請求項１０】
薬学的に許容される賦形剤が、微結晶
性セルロース、ヒプロメロース、植物
性ステアリン酸マグネシウム、オリー
ブ油、ゼラチン、グリセリン、精製
水、黄蝋、ひまわりレシチン、二酸化
ケイ素、二酸化チタン、Ｆ．Ｄ．＆Ｃ
Ｂｌｕｅ１およびＦ．Ｄ．＆Ｃ　Ｒｅ
ｄ４からなる群から選択される、請求
項１から９のいずれか１項に記載の製
剤。

請求項10

請求項(10)に記載の方法
請求項(1)乃至(9)のいずれか1項に記載
の方法薬学的に許容される賦形剤ヒプ
ロメロース植物性ステアリン酸マグネ
シウムオリーブオイルゼラチングリセ
リン精製水黄色ワックス黄色ひまわり
レシチン、二酸化ケイ素、二酸化チタ
ン、f&；amp；c。青(1)およびf。d&；
amp；c赤(4)からなる群から選択される
製剤
「微結晶セルロース」，「、」が無い

請求項10
第1項から第9項のいずれか一項におい
て、制約上許容される賦形剤が微晶質
セルロース、ボトムロンメルロス、植
物ステアリン酸マグネシウム、オリー
ブオイル、ゼラチン、グリセリン、精
製水、ビーズワックスイエロー、ひま
わりレシチン、二酸化ケイ素、二酸化
チタン、FD＆Cブルー1とFD＆Cレッド4
からなる群から選択されたものである
製剤。

 請求項10
第1項から第9項のいずれか一項におい
て、製薬上許容される賦形剤が微晶質
セルロース、ボトムロンメルロス、植
物ステアリン酸マグネシウム、オリー
ブオイル、ゼラチン、グリセリン、精
製水、ビーズワックスイエロー、ひま
わりレシチン、二酸化ケイ素、二酸化
チタン、FD＆Cブルー1とFD＆Cレッド4
からなる群から選択されたものである
製剤。

10.10。
薬学的に許容される賦形剤が、微結晶
性セルロース、ヒプロメロース、植物
性ステアリン酸マグネシウム、オリー
ブオイル、ゼラチン、グリセリン、精
製水、ミツバチ黄色、ヒマワリレシチ
ン、二酸化物である、請求項１から９
のいずれか一項に記載の方法。シリコ
ン、二酸化チタン、FD＆Cブルー1およ
びFD＆Cレッド4の。

第1項から第9項のいずれか一項におい
て、制約上許容される賦形剤が微晶質
セルロース、ボトムロンメルロス、植
物ステアリン酸マグネシウム、オリー
ブオイル、ゼラチン、グリセリン、精
製水、ビーズワックスイエロー、ひま
わりレシチン、二酸化ケイ素、二酸化
チタン、FD＆Cブルー1とFD＆Cレッド4
からなる群から選択されたものである
製剤。

10.第1項から第9項のいずれか一項にお
いて、制約上許容される賦形剤が微晶
質セルロース、ボトムロンメルロス、
植物ステアリン酸マグネシウム、オ
リーブオイル、ゼラチン、グリセリ
ン、精製水、ビーズワックスイエ
ロー、ひまわりレシチン、二酸化ケイ
素、二酸化チタン、FD＆Cブルー1とFD
＆Cレッド4からなる群から選択された
ものである製剤。

10.第1項から第9項のいずれか一項にお
いて、制約上許容される賦形剤が微晶
質セルロース、ボトムロンメルロス、
植物ステアリン酸マグネシウム、オ
リーブオイル、ゼラチン、グリセリ
ン、精製水、ビーズワックスイエ
ロー、ひまわりレシチン、二酸化ケイ
素、二酸化チタン、FD＆Cブルー1とFD
＆Cレッド4からなる群から選択された
ものである製剤。

10.第1項から第9項のいずれか一項にお
いて、制約上許容される賦形剤が微晶
質セルロース、ボトムロンメルロス、
植物ステアリン酸マグネシウム、オ
リーブオイル、ゼラチン、グリセリ
ン、精製水、ビーズワックスイエ
ロー、ひまわりレシチン、二酸化ケイ
素、二酸化チタン、FD＆Cブルー1とFD
＆Cレッド4からなる群から選択された
ものである製剤。

【請求項10】
第１項ないし第９項の中でどれか一項
において、製薬上許容される賦形剤が
微晶質セルロース、ヒップロメルロ
ス、植物性マグネシウムステアレー
ト、オリーブオイル、ゼラチン、グリ
セリン、精製水、ビーズワックスイエ
ロー、ひまわりレシチン、二酸化ケイ
素、二酸化チタン、Ｆ． Ｄ． ＆Ｃブ
ルー１及びＦ． Ｄ． ＆Ｃレッド４で
成り立つ群から選択されたことである
製剤。

請求項10
第1項から第9項のいずれか一項におい
て、
 製薬上許容される賦形剤が微晶質セル
ロース、ボトムロンメルロス、植物ス
テアリン酸マグネシウム、オリーブオ
イル、ゼラチン、グリセリン、精製
水、ビーズワックスイエロー、ひまわ
りレシチン、二酸化ケイ素、二酸化チ
タン、FD＆Cブルー1とFD＆Cレッド4か
らなる群から選択されたものである製
剤。

請求項10
第1項から第9項のいずれか一項におい
て、
 製薬上許容される賦形剤が微晶質セル
ロース、ボトムロンメルロス、植物ス
テアリン酸マグネシウム、オリーブオ
イル、ゼラチン、グリセリン、精製
水、ビーズワックスイエロー、ひまわ
りレシチン、二酸化ケイ素、二酸化チ
タン、FD＆Cブルー1とFD＆Cレッド4か
らなる群から選択されたものである製
剤。

請求項10
第1項から第9項のいずれか一項におい
て、
 製薬上許容される賦形剤が微晶質セル
ロース、ボトムロンメルロス、植物ス
テアリン酸マグネシウム、オリーブオ
イル、ゼラチン、グリセリン、精製
水、ビーズワックスイエロー、ひまわ
りレシチン、二酸化ケイ素、二酸化チ
タン、FD＆Cブルー1とFD＆Cレッド4か
らなる群から選択されたものである製
剤。

請求項10
第1項ないし第9項の中である一項にお
いて、
 製薬上許容される父兄制が未晶質セル
ロース、ヒップロメルロス、植物性マ
グネシウムステアレイト、オリーブ・
オイル、ゼラチン、グリセリン、精製
数、ビーズワックスイエロ、ひまわり
レシチン、二酸化ケイ素、二酸化チタ
ン、F. D. & C ブルー1 及びF. D. & C
レッド4で成り立つ軍から選択なったの
である膳所。

請求項10
<請求項1〜9>
薬学的に許容される賦形剤は、微結晶
性セルロース、ヒプロメロース、植物
性ステアリン酸マグネシウム、オリー
ブ油、ゼラチン、グリセリン、精製
水、ミツロウイエロー、ヒマワリレシ
チン、二酸化ケイ素、二酸化チタン、F
である.D. &C Blue 1およびF.D. &C
Red 4からなる群から選択される製剤。
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